
新潟市土木工事共通仕様書等一部改定の概要 
 
 
○適用時期：令和８年４月１日以降 

  
 
＜以下、改定内容＞ 
 
【土木工事標準仕様書 その１】 

 （新潟県 令和８年１月改定分） 

・新潟県CALSシステムを用いない工事打合せ簿等の押印不要の改定 

・ワンデーレスポンス・ウィークリースタンスに関する記述の修正 

 ・諸法令、諸基準の改定に伴うもの 

 ・法令の改正年月の更新 

 ・諸基準類の改定 

 ・条文追加による番号修正 

 

【土木工事標準仕様書 その２】 

 ○土木工事施工管理基準 

・ＩＣＴに関する記述の追加 

・諸基準類の改定 

 ・条文追加による番号修正 

 

 ○写真管理基準（案） 

 ・新規工種の追加 

・諸基準類の改定 

 ・条文追加による番号修正 

 

【土木工事標準仕様書 その３】 

 ・表記の見直し 

・土木建築材料試験事務取扱要領の改正に伴うもの 

別紙 


